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第６波への備えと日常生活の回復に向けた緊急提言 
 

今月、政府は、急激な感染拡大により、多くの地域で医療提供体制が危機的状

況に陥った第５波を教訓に、「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全

体像」を決定した。 

その中では、今後の感染拡大防止対策として、医療提供体制の再整備に加え、

ワクチン接種の拡大、治療薬の開発・確保、感染状況を評価する新たな基準の設

定など新たな方針が示された。あわせて、行動制限の緩和や経口薬の活用など感

染リスクを引き下げた上で社会経済活動を継続させる方針も示され、我が国は

日常生活の回復に向け、新たな局面を迎えた。 

全国知事会としても国民の生命と健康を守り、活力ある経済と日常生活を取

り戻すため、国と一体となって全力で当たる決意である。政府におかれては、現

場を知る地方と十分に協議を行った上で、実効性のある感染対策を早期に具体

化するとともに、社会経済活動の維持と再生に向け、新たな経済対策にスピード

感をもって取り組むよう、下記の項目について強く求める。 

 

 

１．日常生活の回復に向けた感染対策について 

 

（１）新たな対策の周知 

政府が決定した「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」

については、日常生活の回復を含め、ワクチンの追加接種や感染拡大時の更

なる行動制限、ワクチン・検査パッケージの活用など、国民の社会生活に直

接関わる事項が多数含まれていることから、老若男女を問わず国民全体で、

しっかり共有できるよう、周知方法を工夫しながら、積極的かつ徹底した広

報を行うこと。 

 

（２）第５波の検証及び有効な対策の提示 

デルタ株への置き換わり等による急激な第５波の到来、その後の急激な感

染者数の減少など、その経過・原因、対策の効果等については十分な検証が

必要である。 

日常生活の回復に向けて、国において、第５波の収束原因を含めた分析・

検証を早期に進めた上で、有効な具体的対策を都道府県と共有・実施すると

ともに国民に対してしっかりと提示すること。 

   また、今般の新型コロナによるパンデミックを教訓に、感染防疫を一元

的、主導的に担う組織の創設などを検討すること。 
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（３）基本的感染対策の継続 

ワクチン接種には発症や重症化について一定の予防効果が期待できるも

のの、ブレークスルー感染の事例が発生していることから、ワクチン接種者

であっても会話時のマスクの着用や手指消毒、体調管理、換気の徹底など基

本的な感染対策の継続を国民に強く呼びかけること。 

また、お盆や大型連休など全国的に人の移動が活発になる時期に感染が拡

大してきたことを踏まえ、年末年始に向け、早い段階から国と都道府県が一

体となって国民に対して基本的感染対策の徹底を注意喚起すること。 

 

（４）感染状況を評価する新たな基準への対応 

新たなレベル分類の考え方が示されたが、病床ひっ迫をきたす前に、感染

拡大の先行指標となる新規感染者数をもとに早期対策を講じて感染の波を

小さくすることが重要である。 

新規感染者の周辺の囲い込みが十分にできなければ、囲い込みから漏れた

感染者が更なる感染拡大の要因となり、医療提供体制の崩壊を招く結果とな

りかねない。政府が新規感染者数などの感染動向を軽視するかのような誤っ

たメッセージとならないよう十分に配慮すること。 

また、地域において実効性のある感染拡大防止対策を展開するには、レベ

ルの区分けに関する最低限の基準や新規感染者数を含めた統一的な指標、予

測ツールの使用方法や異常値が出た場合の統一的な対応など、ガイドライン

を策定することも含めて検討すること。 

レベルの移行については、都道府県が時機を逸することなく、緊急事態措

置やまん延防止等重点措置に基づく対策を実施できるよう、各都道府県に委

ねられているレベル評価と、国が権限を有する特措法に基づく措置との関係

性を明確にすること。 

 

（５）実効性の高い感染防止対策 

第５波の検証から、都市部では域内の人流が増加した後に、地方では感染

が広がる都市部からの流入数が増加した後に、感染者が増加する傾向が見ら

れた。このため、レベル３以上の感染状況においては、人流を抑制する措置

が必要であることから、実効性のある人流抑制策について、法制度の議論も

含め、速やかに検討すること。 

また、感染防止対策とイベント・行事等の両立を図るため、大規模イベン

ト等についても、法制度の議論も含め、実効性のある感染防止対策を速やか

に検討すること。 
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（６）飲食店第三者認証制度による感染対策の強化 

認証制度を活用した飲食の場における感染対策の強化及び制度の一層の

普及を促進するため、認証店を対象とした地域の実情に応じたプレミアム付

クーポン券の配布などの需要喚起策に対し、財政支援を講じること。また、

ワクチン・検査パッケージ制度においても認証店からの協力を継続的に得る

ことができるよう、認証店に対しても協力金を支給可能とするよう検討する

こと。 

また、第三者認証制度を実施するに当たっては、各店舗の実施状況を確認

する見回り活動を丁寧に行う必要があることから、国において十分な財政措

置を講じること。 

なお、飲食店利用者が店舗の対策を評価・発信する仕組みについては、公

平公正な評価手法とすること。 

 

（７）ワクチン・検査パッケージ制度の運用 

ワクチン・検査パッケージ制度が、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置

等の下における感染防止対策と日常生活の両立を図る手段として、どのよう

な場面でどのように運用されるのかなど、より具体的な制度内容を早期に示

すとともに、国民に十分周知し、理解を得る必要があることから、分かりや

すい制度設計とするとともに、利用者・事業者双方に向けて積極的な広報を

行うこと。 

その運用については、全国共通の基準を示しつつも、地方の裁量で柔軟に

対応できるようにするとともに、実施に当たっては、行動制限の緩和がどう

影響するのか、分析・シミュレーションし、その結果を示すこと。 

証明書等については、紙などのアナログでの運用はもちろんのこと、マイ

ナンバーカードの利用等を含め、デジタル化を早急に実現すること。その際、

証明書等発行の窓口となる市町村の負担が急増しないよう、十分配慮するこ

と。また、証明書等のデジタル化については、既に各都道府県で工夫を凝ら

して取り組んでいる事例もあることから、そうした先行事例を柔軟かつ有効

に活用すること。 

「飲食」については、第三者認証を受けた飲食店が改めて登録申請書を提

出することなく、制度の適用を受けることができるよう、手続きの簡素化を

図るとともに、事業者登録及び遵守状況の確認に要する経費についても、国

において全額財源措置すること。 

「イベント」については、会場の種類や態様に応じたきめ細かな対応が可

能となるよう、内容の細分化を図ること。 

なお、６歳以上１２歳未満の子供については、現時点ではワクチン接種の

対象となっていないことから、６歳未満の子供と同様に、保護者等が同伴す

る場合には検査を不要とするよう検討すること。また、今後の運用や効果の
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実態を踏まえ、地方との協議を丁寧に行いつつ、制度を柔軟に見直すこと。 

 

（８）ＰＣＲ等検査の無料化 

ＰＣＲ等検査の無料化については、全ての都道府県で円滑な運用が行える

よう、国において、検査事業者に対し地方へ事業展開するよう働きかけを行

うとともに、民間検査機関が極めて少ない地方の実態を踏まえた適切な検査

単価の設定や、検査事業者の設備投資に対する十分な支援を講じること。 

財源については、円滑な体制整備のため、自治体が必要とする体制整備に

要する経費及び検査費用について、全て国が負担すること。 

感染拡大期における検査の無料化について、来年度以降の実施の有無が示

されていないため、いつまで継続するのかなど、今後の方針を明確にするこ

と。 

また、制度の周知について、都道府県等に対し、「感染不安を感じる」者

の対象や範囲など制度の詳細な内容を速やかに示すとともに、検査無料の適

用要件など国民に対して適切に周知すること。 

 

（９）感染拡大期における対応 

感染を抑え込むためには、早期の対策が有効であることから、緊急事態宣

言やまん延防止等重点措置については、感染状況に即応して発動できるよう、

国会報告等も含めて手続の簡素化・迅速化を図り、知事の要請に応じて迅速

かつ機動的に発動できる仕組みに見直すこと。 

なお、都道府県が躊躇することなくスピード感をもって感染の抑え込みに

取り組めるよう十分な財源措置を講じるとともに、例えば、時短要請に伴う

協力金など、国の交付金の支給要件等が実質的に知事の裁量を制限すること

になるため、弾力的に対応できる制度に見直すこと。 

また、各都道府県が特措法第 24 条第 9 項の規定に基づき各地域で独自に

取り組む休業要請や営業時間短縮要請について、今後、第三者認証を受けた

飲食店は時短要請及び協力金の対象外となる見込みであり、協力金の対象と

なるために第三者認証を辞退する店舗が増加することが懸念される。第三者

認証を受けた飲食店についても時短要請及び協力金の対象とするとともに、

併せて協力金の単価も見直すこと。 

さらに、規模別協力金について、要請に従っていないことが判明した場合、

協力金の返還、将来にわたる債権管理に必要な法令の整備や申請者情報の管

理などの課題が生じることから、来年度以降も必要な財政措置を講じるとと

もに、回収不可能となった協力金については都道府県の財政負担が生じない

よう国が必要な財政措置を講じること。 
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２．ワクチン接種の円滑な実施について 

 

（１）追加接種（３回目接種）の実施に向けた取組 

追加接種（３回目接種）については、２回目接種後原則８か月以上（少な

くとも６か月以上）経過した１８歳以上の方を対象に実施する方針とされた

が、詳細部分はまだ結論が出ていない内容もあるため、以下の項目について

実務を担う自治体の意見を踏まえながら早急に検討を進め、見解を示すこと。 

・「原則８か月」という経過期間について、６か月経過すると接種可能とい

う誤った認識が国民に広がっていることから、例外的取扱であることを改

めて強く発信すること。また、例外的取扱についての自治体の具体的な判

断基準を３回目接種の開始前までに明示し、自治体が前倒しを判断した場

合は、必要な種類のワクチンを確実に供給すること。 

・追加接種の必要性・有効性、副反応について、ファイザー・モデルナそれ

ぞれの最新データを明らかにし、国民が納得して接種できるよう、正確か

つ具体的で分かりやすい情報発信を行うこと。 

・今月１７日に示されたワクチンの配分について、１・２回目と同種のワク

チンを接種希望する場合、モデルナは現時点の接種実績を上回る量が配分

されることとなった。一方、ファイザーは１・２回目の未接種ワクチンを

活用したとしても、３月には不足する自治体が出てくる可能性があること

から、ファイザーの配送スケジュールの前倒しと、モデルナも含めた具体

的な配分量、配送スケジュールなどを早期に示すこと。 

・mRNA ワクチン間の交互接種が認められたことを踏まえ、交互接種の安全

性について丁寧に説明するとともに、各市区町村におけるファイザー・モ

デルナ２種類のワクチンの接種体制や機会の確保に関する考え方を早急

に示すこと。 

・大規模接種会場（モデルナ使用）について、国が実施するかどうか、また

都道府県による設置の可否を、財源措置や来年度の見通しも含め、早期に

明示すること。 

・職域接種について、引き続き速やかにきめ細かな情報提供を行うとともに、

実施時期の柔軟な調整や企業の規模・実施形態に関わらない財政支援など、

企業等が実施しやすい対策を講じること。 

・１・２回目と同様に人材確保が課題となるため、へき地以外への看護師、

准看護師の労働派遣を可能とする省令の期間延長を検討すること。 

・高齢者人口が５００人未満の市町村や離島等においては、高齢者向け優先

接種の時点で１６歳以上１８歳未満の方も対象に接種を実施しているた

め、該当者への対応を速やかに検討すること。 

・VRSは住民基本台帳と連動していないため、１・２回目接種後に転出入し

た場合、有効な接種券が送付されないことが想定される。希望される全て



6 

の方に接種券が届くよう、国の責任において必要な手続面など広く広報を

行うこと。 

・医薬品卸業者による低温での小分け流通の体制を構築すること。 

・追加接種に要する費用については、地方の負担が生じないよう、国におい

て確実に財政措置を講じること。 

 

（２）１２歳未満の子供への接種の在り方の検討 

５歳以上１１歳以下の小児へのワクチン接種を実施する場合、速やかに接

種を開始するための準備を進めるよう通知があったところであるが、実施す

る場合には、以下の項目について見解を示すこと。 

・国内では１２歳未満の感染による死亡例はなく、重症化リスクも低いと言

われていることから、先行しているアメリカでの知見も踏まえ、ワクチン

の効果や副反応について、より分かりやすく丁寧な情報発信を行うこと。 

・接種を受ける努力義務及び自治体の勧奨義務については、慎重に検討を行

うこと。 

・１人当たり接種量が異なることを踏まえ、間違い接種の防止策を確実に講

じること。 

・対象人口の相違や１バイアル当たりの接種者数の増加に伴い、余剰ワクチ

ンが発生することも想定されることから、やむを得ない場合のワクチン廃

棄を許容すること。 

・特に小規模自治体では対象となる子供の人数が少ないことから、複数の市

区町村で接種体制を構築する場合の住所地外接種届の省略など、市区町村

や医療機関への支援を一層充実すること。 

・追加接種のスケジュールと重なることや、システム改修をはじめ準備期間

が必要となることから、早期の情報提供など、できる限り市区町村や医療

機関の負担軽減を図ること。 

 

（３）１・２回目接種体制の継続 

東日本大震災に係る避難者等を含め、１・２回目接種が完了していない方

への接種機会の提供継続について国として周知を図るとともに、必要なワク

チンの確保や財政面も含めた接種体制の構築支援を継続すること。 

 

（４）若者に向けた正しい情報の発信 

若年層の間で、ワクチンの副反応等に関する誤った情報が、ネット等を通

じて拡散していることから、ワクチン接種の効果などに関する正確な情報を

分かりやすく、確実に伝え、十分な理解が得られるよう、ＳＮＳの活用や教

育現場での周知など、取組を抜本的に強化するとともに、自治体が行う接種

促進策を強力に支援すること。 
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３．保健・医療体制及び水際対策の強化について 

 

（１）保健・医療人材の確保 

感染拡大の防止には、早期検査、早期治療や積極的疫学調査の徹底など保

健所機能を維持することが重要である。国としても保健師の派遣や育成など

体制の維持・充実に向けて取り組むとともに、自治体が必要な人員を確保す

るための財源を措置すること。 

また、次の感染拡大に備え、病床の確保だけではなく病床を稼働させる人

材の確保も重要である。病床ひっ迫に際しては、宿泊療養施設の拡大、臨時

医療施設や酸素ステーションの設置など医療人材の確保が困難になること

から、広域的な対応を図るとともに、へき地で認められている労働者派遣に

よる看護師等の配置を認めるなど柔軟な対応を検討すること。 

なお、更なる感染拡大時に、国が要請するとしている医療人材の派遣等に

当たっては、地域医療に影響を及ぼすことのないよう現場に配慮すること。 

さらには、医療従事者を派遣することに伴い休床・休棟が生じる医療機関

へ休床補償を行うための経費を新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交

付金の対象とすること。 

加えて、宿泊療養施設等における勤務についてもワクチン接種と同様に労

働者派遣や被扶養者の収入確認の特例の対象とすること。 

高齢・障害者施設等においては、オンラインも含めて診察等を行う医師及

び健康観察を行う看護師を国が雇い上げ、入院以外でも安心して療養できる

仕組みを検討すること。 

 

（２）保健所機能の強化 

感染が拡大する前に迅速かつ的確な対応がとれるよう、感染ルートの探知、

積極的疫学調査の徹底、入院等の調整など保健所機能の強化に対し支援する

こと。 

さらに、保健当局間で疑い例も含めた陽性患者の情報共有を迅速に行うた

めの実効性ある体制整備を早急に図るとともに、陽性者が越境する事例等が

生じないよう感染症法の厳格な運用を図ること。 

保健所業務の軽減を図るため、新型コロナウイルス感染症に係る高額所得

世帯の入院治療費の自己負担廃止による算定事務の効率化、国への報告の整

理など業務の効率化・簡素化を図るとともに、保健所業務のデジタル化をさ

らに推進すること。 

 

（３）スクリーニング検査や全ゲノム解析の全国展開 

変異株のスクリーニング検査が地域で実施できるよう、国として地方衛生

研究所の体制整備や民間検査機関への委託を活用した検査実施の支援、試薬



8 

の開発や配分、検体の保管ルール等の設定、民間検査機関における実施の働

きかけを行うこと。 

また、各都道府県で全ゲノム解析を導入できるよう、専門知識・技術を有

する職員の長期間の派遣、国立感染症研究所による技術研修の実施、検査室

の改修など施設・設備整備の補助金の創設、検査機器の貸与増や試薬・器材

の安定供給体制の確保など、地域における遺伝子解析を支援することとし、

これらの経費は国において全額財政措置をすること。 

 

（４）地域医療体制への支援 

今後の新興・再興感染症の感染拡大にも対応できるよう、新型コロナウイ

ルス感染症の重症・中等症患者の受入に中心的な役割を果たした、二次・三

次医療を担う医療機関の診療報酬を大幅に引き上げること。 

また、医学部定数の取扱いや公立・公的病院に係る地域医療構想について

は、新型コロナウイルス感染症対策に支障のないよう、慎重な対応を図るこ

と。 

 

（５）入院待機施設への支援拡充 

都道府県が設置する入院待機施設について、宿泊療養施設として位置づけ

た場合は全額国庫負担となるが、臨時医療施設として位置づけた場合は、運

営に必要な経費は、診療報酬で対応する仕組みとなっており補助対象となら

ず、診療報酬相当額である４分の１は地方負担となる。新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援交付金の対象とするなど、国が全額財政措置を行うこと。 

 

（６）自宅療養者への対応 

自宅療養者の個人情報の取扱いについては、都道府県と市区町村が連携し

やすいよう、都道府県に実施の可否を判断させるのではなく、災害対策基本

法における要配慮者名簿の提供のように、特措法の中に個人情報の提供の根

拠を定めること。 

感染者急増期に、多数の自宅療養者が一斉に避難を要する大規模災害が発

生する場合に備え、自宅療養者の避難対策の考え方を示すこと。 

 

（７）後遺症に係る医療提供体制の整備 

後遺症に悩む患者の医療の確保に向けて、専門家による分析・検証を行う

など後遺症の実態解明を早急に進め、後遺症の診療の手引きを作成するとと

もに、これらの情報を国民に広く周知し、また都道府県へ情報共有するとと

もに、各都道府県が実施する後遺症に係る医療提供体制の整備に係る経費に

ついて、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象とすること。 
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（８）治療薬等の開発支援・中和抗体薬の活用促進 

現在国内で開発や治験が進んでいる経口薬については、国において安全性

等を踏まえ早期に承認検討の手続きを行うとともに、承認後は速やかに供給

スケジュールや供給見込みを示すこと。 

また、国産ワクチンの速やかな製造・販売に向け、重点的な支援を行うこ

と。 

さらに、中和抗体薬の発症抑制のための投与について、療養病院や高齢者

施設等でのクラスター発生時に重症化リスクを持つワクチン未接種者の濃

厚接触者に早期投与が可能となるよう、対象者を拡充すること。 

 

（９）医療提供体制の確保のための財政措置 

更なる病床確保や病床使用率８割以上の稼働など、次の感染拡大に向けた

安心確保のための取組の全体像で示された医療提供体制の確実な整備に向

け、都道府県が実施する施策への財政措置を確実に講じること。 

また、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金について、空床確保

料は令和４年１月以降も当面実施されることとなっているが、医療提供体制

拡充のために必要な経費を対象とすること。 

 

（10）感染患者の受入に対する財政支援の強化 

診療・検査医療機関や感染患者の入院受入医療機関の体制確保のため、都

道府県が医療機関に交付する協力金を新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援交付金の対象とし、都道府県が一括して取り扱えるようにすること。 

また、病床確保について、引き続き十分な財政支援を行うこと。特に、後

方支援病床の確実な確保のため、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ

る病床と同様の空床補償制度の創設など、新型コロナウイルス感染症緊急包

括支援交付金の対象拡大・弾力的運用・増枠による支援を行うこと。 

併せて、周産期や認知症の陽性者受入病院への支援や小児医療体制支援等

を強化する仕組みづくりを国として構築すること。 

 

（11）感染症患者受入れ医療機関等に対する迅速かつ安定的な財政支援 

深刻な病床ひっ迫時にも対応していくため、新型コロナウイルス感染症患

者受入れ医療機関に対する迅速かつ安定的な財政支援策として、災害時の概

算払いを参考にした感染拡大前の水準での診療報酬支払い制度を適用とな

る地域の都道府県知事の意見を踏まえたものとし、速やかに実現すること。 

また、院内感染時のさらなる経営支援を新型コロナウイルス感染症緊急包

括支援交付金の対象とするとともに、これまでに確保した全ての病床に対し

て継続して空床補償ができるよう、重点医療機関の要件を満たさない一般医

療機関の病床確保料の補助単価増を含め、引き続き、同交付金において地方
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が必要とする額を確保すること。 

さらに、一般医療の制限を行う範囲等の指針について、国が責任をもって

明らかにし、当該制限に伴って生ずる経営上の損失の補償についても国の責

任において財源措置を行うほか、処遇改善や業務負担軽減を通じた医療従事

者の確保、感染症専門施設の設置支援に取り組むこと。 

併せて、こうした地域の医療・福祉の提供体制を維持するため、新型コロ

ナウイルス感染症患者の受入れの有無にかかわらず、受診・利用控えにより

減収が生じている医療機関、薬局、健診機関、介護・福祉サービス、あん摩

マッサージ・鍼灸・柔道整復等の事業所や医療・福祉等従事者などへの支援

を国の責任において行うこと。 

 

（12）重症病床以外で重症患者を受け入れる場合の診療報酬の見直し 

緊急的に中等症病床など重症病床以外で重症患者を受け入れる場合、当該

患者の診療報酬について、病院の負担を考慮し、臨時的な取扱いで示された

人員配置や報告の有無にかかわらず、ＩＣＵ又はＨＣＵ入院料と同等の診療

報酬を算定できるようにすること。 

また、上記のような状況が継続した場合、その実態を踏まえ、当該病床の

空床確保料について、ＩＣＵ又はＨＣＵと同等の単価を適用できるようにす

ること。 

 

（13）オンライン・電話診療に係る診療報酬の見直し 

オンライン・電話診療の普及・拡大は必須であるが、対面形式と比較して

診療報酬が低額であり、労力や負担に見合っておらず、活用を阻害する要因

となっているため、適切な診療報酬体系に見直すこと。 

 

（14）高齢者、障害者及び児童の入所施設等でのクラスター発生防止 

医療機関や高齢者、障害者及び児童の入所施設における従事者への集中的

検査や、新規の入院・入所者に対するＰＣＲ検査、さらには感染が確認され

た場合の支援チームの派遣について、緊急事態宣言等の対象地域に限らず全

国すべてで財政措置を行うこと。 

また、クラスター発生時における現地の施設内での療養のあり方について、

障害者施設も高齢者施設と同様にかかり増し経費の補助を行うことも含め

検討すること。 

さらに、入所施設内で感染者が発生した際の、陰性者の一時的な受入先確

保に向けた社会福祉施設等の借上げに当たり、都道府県の財政負担が生じな

いよう国が必要な財政措置を講じること。 

併せて、保育所等の児童福祉施設等における感染拡大に対応するため、新

型コロナウイルス感染症防止や事業継続計画（ＢＣＰ）の指針、保育士等の
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研修プログラムを早急に作成すること。 

なお、多くの高齢者施設で職員及び入所者へのワクチン接種が完了してい

ることや、国民の行動制限の緩和などの現状を踏まえ、施設において、感染

対策を徹底した上で行動制限を緩和できるよう、国は、高齢者施設における

面談や外出のあり方についてガイドラインを早急に示すこと。 

 

（15）学校等における感染対策支援 

ワクチン接種の対象年齢に満たない児童や幼児が利用する小学校や放課

後児童クラブ、保育所、幼稚園をはじめとする学校等における保健衛生用品

の購入や教職員も含めたＰＣＲ検査の実施、ＣＯ２モニター等の機器整備、

エアコンや手洗い場設置等の環境整備など、感染防止対策に要する経費につ

いて、十分な財源を確保し適切な支援を行うこと。また、業務に従事する職

員等に慰労金を支給するなどの支援策を講じること。 

さらに、小学校の臨時休校等により、休暇を取得せざるを得ない保護者に

対する小学校休業等対応助成金・支援金については、一人でも多くの方が支

援を受けられるよう、国が責任をもって、周知を図ること。 

 

（16）水際対策の徹底 

世界各国での変異株の確認等を踏まえ、新たな変異株に対する水際対策を

徹底し、対象となる変異株の流行国・地域からの入国については、感染状況

に応じて機動的に対象国を拡大すること。 

また、入国者に係る都道府県への情報提供を迅速かつ的確に行うとともに、

健康観察期間中に入国者等が所在不明となることのないよう、所在や連絡先

の把握などに取り組み、健康観察期間中に有症状となった場合は、症状の程

度にかかわらず漏れなく把握し、管轄保健所への通知と医療機関受診のフォ

ローアップ徹底を図ること。 

併せて、外国からの船舶入港前に取得している情報を、港湾管理者に伝達

するようにすること。 

また、外国人観光客の受け入れ再開に向け、海外のワクチン接種や入国制

限緩和の状況を踏まえた具体的なプロセスを早急に示すとともに、地方空港

における国際線の再開においては、新型コロナワクチン接種証明書の活用な

どを含め、必要な体制を確保すること。 

 

４．全国の事業者への支援及び雇用対策について 

 

（１）新たな経済対策の早期執行 

新型感染症の影響により厳しい状況にある事業者に対し、地域、業種を限

定せず、事業規模に応じて支給する給付金をはじめ、新たな経済対策を早期
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に実施すること。 

また、経済対策に要する財源については、地方交付税の交付・不交付にか

かわらず、国の責任において、全ての自治体に対し確実に措置すること。 

 

（２）地方創生臨時交付金等の総額確保と弾力的な運用 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等については、全国に

おいて地域経済への支援やこれまでの知見を踏まえたより効果的な感染対

策等を引き続き講じるため、市区町村分を含む２兆円規模の増額について、

予備費からの充当も含め、引き続き交付金を確保し、地方に対して早期にそ

の見通しを示すこと。 

さらに、都道府県が地域の実情に応じて実施する事業が幅広く対象となる

よう制度の見直しを行うとともに、年度を越えて柔軟な執行が可能となるよ

う、繰越要件の弾力化や基金積立要件など、機動的な運用や手続きの簡素化

などを図り、早期にその方針を示すこと。 

 

（３）事業者への支援 

全国の幅広い業種の事業者への深刻な影響が長期化していることから、事

業復活支援金をはじめとした、事業者向け給付金の支給や月次支援金の継続

支給など、国においては、事業者の実状に十分に配慮した幅広く手厚い、大

胆な経済支援・生活支援を講じること。 

また、これまでの事業者支援の実態も踏まえ、対象地域など支給対象の拡

大や、支給額の上限引上げ、売上げ要件の緩和などを図るとともに、実施に

あたっては、申請手続きの簡素化や、迅速な給付を行うこと。 

併せて、都道府県が行う事業者支援・感染防止対策に必要な財源として新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等の増額確保とともに、速

やかに追加交付を行うこと。 

また、セーフティネット保証４号と危機関連保証の指定期間の延長及び８

月１日から指定対象業種が減少したセーフティネット保証５号の全業種の

再指定、税や保険料の軽減・猶予等の措置を講じること。 

なお、人手不足となっている製造業などが外国人労働者により十分な労働

力を確保できるよう、入国の際に有効と認めるワクチンの種類や証明書発行

国の拡大の検討を行うとともに、１日当たりの入国人数上限について外国人

枠の設定を含めて緩和すること。併せて入国者の受け入れについて、手続き

の簡素化、デジタル化、受入責任者への支援策を検討すること。 

 

（４）雇用調整助成金の特例措置の維持 

雇用調整助成金等の特例措置について、現行特例は令和４年３月末まで延

長し、現在の助成率は３月末まで継続しつつ、日額上限は段階的に見直す方
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針が示されたが、今後、雇用調整助成金の特例措置の段階的な縮減を検討す

る際は、地域経済と雇用情勢を十分に把握・分析し、都道府県の意見を十分

聞いた上で行うこと。 

 

（５）中小企業の事業支援 

中小企業事業再構築促進事業について、要件が厳しく取り組みにくいとの

声が事業者及び支援機関から出ていることから、小規模事業者も含めより多

くの中小企業が取り組みやすくなるよう、新規性要件等の補助対象要件を緩

和すること。 

また、中小企業生産性革命推進事業についても、多くの事業者が活用でき

るよう柔軟に対応すること。特に持続化補助金については、採択率の向上に

つながる予算の増額や、添付書類の簡素化、事務手続き（採択、交付申請、

交付決定等）の迅速化、補助事業終了後の速やかな事務処理（補助金額の確

定等）なども図ること。 

小規模事業者を対象とした商工団体の相談・指導機能などの強化について

支援を行うこと。 

 

（６）事業者の資金繰り支援 

事業者への資金繰り支援について、新規・追加融資の迅速かつ柔軟な実行

の徹底や、返済猶予・条件変更等も含めたアフターケアを金融機関に指導す

るなどフォローアップを強化するとともに、本年３月末で申込みが終了した

民間金融機関の無利子融資の条件変更に伴う追加保証料の補助を実施する

こと。 

また、中小零細事業者等に対し償還・据置期間の見直しを弾力的に行うほ

か、追加融資のニーズに対応するための信用保証協会による信用補完制度の

拡大や、信用保証に基づく代位弁済や預託原資調達に係る借入利息、その他、

国の民間金融機関を通じた無利子・無保証料融資の終了後も都道府県が独自

の資金繰り支援対策により生じる負担に対する支援を行うこと。 

さらに、大企業とみなされ支援対象外となる地方の中堅企業に対しての中

小企業支援策の適用、日本政策金融公庫の資本性劣後ローンの貸付期間延長

や金利引下げ等の条件緩和及び同ローンを対象とする信用保証制度の創設

など、コロナ禍が長期化する現状を踏まえ、特に事業の継続と雇用の維持に

重点を置いて、事業者や労働者等への支援を行うこと。 

 

（７）観光事業への支援 

Go Toトラベル事業については感染が落ち着いている広域地域を対象とす

ることにより早期に再開すること。事業の再開に当たっては、事前に都道府

県と情報共有を図るとともに、旅行者や観光関連事業者が適切な計画や準備



14 

を整えられるよう、早急に制度を決定し、周知を図ること。また、移動コス

トが多くかかる離島においては、上限額や割引率の引き上げなどの特例措置

を設けること。 

Go Toトラベル事業の要件として、ワクチン・検査パッケージ制度を導入

しようとする議論があるが、検査体制が十分に構築されていない地方に不利

益が生じないよう、要件化の可否や導入の時期については、都道府県と協議

の上、適切に判断すること。 

加えて、事業期間の柔軟な対応や、観光地での消費につながる地域共通ク

ーポンについて、地域性や周遊旅行の特性等を反映した運用が可能となる割

引率の効果的な設定等の工夫をすること。さらに、全国で宿泊等に利用でき

る前売りクーポン事業の速やかな創設を検討すること。 

なお、これまでの観光事業支援の恩恵にあずかれない小規模・零細な宿泊

業、旅行代理店、貸切バスやタクシー、レンタカー、土産物店などの事業者

へのきめ細やかな支援を創設すること。 

また、ポストコロナを見据え、インバウンド再開に向けた条件やロードマ

ップなどを含め、観光と感染拡大の関係性の分析・検討を行い、国内旅行及

び外国人旅行客の受入れに関する観光再生ビジョンを強力に打ち出すこと。 

感染拡大防止等支援については、負担軽減支援が途切れることがないよ

う事業費の翌年度への繰越や予算の増額・追加配分を行うこと。 

 

（８）地域観光事業支援の拡充等 

 地域観光事業支援（県民割等）に係る予算の増額・追加配分等を行うほか、

対象として追加された「隣県」の範囲や考え方について、アクセス等の条件

面も考慮した上で明確に示すこと。 

 

（９）Go Toキャンペーン事業の促進 

Go Toキャンペーン事業は地域経済に与える効果が大きいことから、各都

道府県知事の意見も踏まえた上で、実施に当たっては柔軟に対応すること。 

また、地域の実情に応じて、Go Toイート食事券の販売期限及び利用期限

の更なる延長を行うとともに、食事券のプレミアム率の引き上げ及び発行額

を拡充すること。 

延長に伴い必要となる事務費等について、十分な財政措置を行い、事業費

の不足が事業の停止を招くことのないようにすること。さらに、都道府県の

判断に伴う販売等停止期間分の延長については、地域の事情に応じて柔軟に

対応すること。加えて、食事券の既発行分が完売している都道府県において

も追加実施すること。 

さらに、現行の Go To イート事業終了後においても、飲食業の需要喚起と

食材を供給する農林漁業者等への支援を継続するため、引き続き同様の経済
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対策を実施すること。 

なお、事業者や国民に混乱を与えることのないよう食事券の取扱いについ

て、適時適切な周知に努めるとともに、キャンペーン事務局からの加盟店へ

の代金振り込みが早期に行われるよう対応を講ずること。 

 

（10）食料生産と農山漁村を担う農林漁業者への支援 

観光需要の激減や、飲食店の営業自粛など業務用米の需要低迷による米の

概算金下落、燃油価格の高騰などにより、米農家は大変厳しい現状に直面し

ていることから、消費拡大策を重点的に支援するとともに、主食用米の価格

安定に向け、積極的な米の需給改善策を講じること。 

また、国民のいのちをつなぐ食料生産を担う我が国の農林水産業の維持・

継続に向け、新型コロナの影響による民間在庫量の増加分について、国主導

による真に実効性のある在庫対策を速やかに実施するなど厳しい状況に直

面している生産者に対し、実態に応じたきめ細かな支援を行うこと。 

さらに、農林水産物の販売が不安定になる中で、農業者・漁業者が安心し

て経営に取り組めるよう、農業収入保険の加入要件の緩和や特例措置の継続、

漁業収入安定対策事業における補償水準の維持など、セーフティネットの充

実を図ること。 

 

（11）交通事業者等への支援 

非常に大きな打撃を受けたバス、鉄道、空港会社を含む航空、船舶、タク

シー、レンタカー、運転代行業者等に対し、事業規模に応じた手厚い経営支

援を行うこと。また、空港会社に対し、航空機及び空港の安全確保等を図る

ため、航空機の離着陸に必要な基本施設の点検及び維持・修繕、国管理空港

と同様な着陸料の減免に要する経費への支援等の直接的な支援を行うこと。 

さらに、ＪＲローカル線を含めた地域鉄道の安定的な維持・存続を図るた

め、路線ごとの収支差に応じた減収補填制度を創設するとともに、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を理由とした急進的な合理化をすることがないよ

う、路線ごとの構造的課題への対策を含め国として積極的に関与すること。 

 

（12）サプライチェーンの強靭化に対する支援 

地方の生産拠点強化を図ることにより、地域経済の活性化に大きな役割を

果たすことが期待される中で、「サプライチェーン対策のための国内投資促

進事業費補助金」については、予算措置状況が補助希望額と大きく乖離して

いる。 

必要かつ十分な予算を確保するとともに、中小企業においても必要なサプ

ライチェーンの再構築を行えるよう、対象製品の拡大、申請書類や審査基準

の簡素化などの見直しを行った上で、長期的に活用できるようにすること。 
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（13）航空機産業関連事業者への支援 

世界的な旅客機需要の大幅な落ち込みにより、航空機産業関連事業者は厳

しい経営環境に直面しているが、この需要低迷はさらに数年間は続くことが

予測されていることから、防衛機や防衛装備品を始めとした官需の前倒しに

よる下支えや事業再構築支援の継続など、事業継続の支援を行うこと。 

 

（14）イベント主催者等への支援 

感染対策を十分に講じた上で施設運営や個人が実施する、文化芸術活動等

に対して支援を行うこと。 

さらに、結婚式場等の支援や結婚等についての気運醸成、自粛が続く団体客

向けの大規模な宴会場への支援など、支援の届かない事業者への対策を講ず

ること。 

 

（15）在籍型出向の周知・非正規雇用労働者等への支援 

在籍型出向について、制度活用に向けて徹底した周知を行うとともに、提

出書類の簡素化を図ること。加えて、中堅・大企業等についても出向元・出

向先双方に対する助成を中小企業並みに引き上げること。 

 

５．誰ひとり取り残さない社会の構築について 

 

（１）人権を守る対策 

感染者及び最前線で治療に当たる医療従事者をはじめとするエッセンシ

ャルワーカーやその家族、さらにはワクチン接種を受けていない者や外国人

等に対するデマの拡散、偏見や差別、心ない誹謗中傷、感染者等個人の特定

などにより人権が脅かされることのないよう、国においても人権を守る対策

を強力に講じること。 

また、地方の相談窓口の設置やネットモニタリング業務等に対する財政支

援、国によるＳＮＳを活用した人権相談窓口の設置などを行うとともに、国

において感染者情報等の統一的な公表基準を定めること。 

 

（２）孤独・孤立対策及び生活困窮者への支援 

孤独・孤立対策を強力に進めるため、国においては孤独・孤立対策に関す

る連絡調整会議や３つのタスクフォースでの議論を早急に進めて、同対策を

強力に推進するための戦略、指標の整備、進捗管理の仕組みなどの対策の全

体像を早期に提示すること。 
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生活が困難な方を支える生活福祉資金の特例貸付について、償還免除の要

件緩和や償還猶予制度の弾力的な運用などにより、貸付金の返済が生活の立

て直しの妨げとならないよう対策を講じること。 

また、生活困窮者自立支援事業の上限枠を見直すなど、継続的な支援体制

が整備できるよう支援すること。加えて、住居確保給付金における求職活動

要件の再緩和を継続すること。さらに、収入が減少した方の国民健康保険・

後期高齢者医療制度・介護保険の保険料減免について、引き続き国による全

額の財政支援を継続すること。 

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について、支給要件（収

入、資産、求職活動）を緩和すること。 

 

（３）子どもや学生、学校への支援 

子ども食堂をはじめ地域で子育て支援を行う団体等への支援の強化など、

子どもたちが安心して過ごせる居場所を確保するために必要な施策を講ず

ること。 

また、全ての児童生徒の平等な学習機会確保のため、低所得者世帯におけ

るオンライン学習に必要な「高校生等奨学給付金制度」等の通信費補助を拡

充するとともに、インターネット通信環境のない世帯への通信費支援等を行

う自治体に対する補助制度を創設するなど、十分かつ恒常的な財政措置を行

うこと。 

加えて、アルバイト収入が減少するなど経済的に困窮している大学生・専

門学生等を支援するため、高校生の就学支援より要件が厳しい修学支援（授

業料等減免、給付型奨学金）の要件緩和を図るなど、支援を強化すること。 
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